
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

 

もとす広域連合 

 

 

女性活躍推進法に基づく 

特定事業主行動計画 



 

 

もとす広域連合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

                           平成２８年３月３０日 

                           もとす広域連合長 藤 原  勉                      

   

 

 もとす広域連合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」

という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以

下「法」という。）第１５条に基づき、もとす広域連合長が策定する特定事業主行動計画である。 

 

１．計画期間  

 

法においては、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間の計画策定が義務付けられて

いますが、本計画の期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間とし、

定期的に行動計画の進歩を検証しながらおおむね３年間で見直しを行うものとします。 

 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

 

  法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業

主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府令」という。）

第２条に基づき、もとす広域連合において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関

する状況を把握した結果、全ての項目において男女による大きな差はみられなかったが、今後

女性職員を育成し、能力を発揮できる職場にしていくために次のとおり目標を設定する。 

  

＜平成２８年度からの目標＞ 

平成２８年度以降、女性職員を対象とする研修やキャリア育成等の研修への参加率を、 

３０％以上にする。 

 

 【把握分析の結果】 

（１）採用の女性割合    

 正職員 嘱託員 全体 

男性職員 ８３．３％ ２０．０％ ５４．５％ 

女性職員 １６．７％ ８０．０％ ４５．５％ 

  



 

 

（２）平均継続勤務年数（任期の定めのない職員） 

 正職員 

男性職員 ８．１９ 

女性職員 ９．３３ 

全体 ８．７４ 

   

（３）職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間（平成 26年度１年間の実績 時間数合計） 

H26.4 H26.5 H26.6 H26.7 H26.8 H26.9 H26.10 H26.11 H26.12 H27.1 H27.2 H27.3 

６７９ ６５５ ６８１ ７９２ ７２５ ９１９ ６３４ ６８５ ７６２ ６９９ ６２３ ７３４ 

 

（４）各役職段階の職員の女性割合 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

男性職員 ２４ １３ ８ ３ ０ ０ ４８ 

女性職員 １９ １７ ８ １ ０ ０ ４５ 

全体 ４３ ３０ １６ ４ ０ ０ ９３ 

男性職員割合 ５５．８％ ４３．３％ ５０．０％ ７５．０％ － － ５１．６％ 

女性職員割合 ４４．２％ ５６．７％ ５０．０％ ２５．０％ － － ４８．４％ 

 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取り組み及び実施時期  

 

 ２．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取り組みを実施する。 

 

＜平成２８年度からの取り組み内容＞ 

○全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）で開催される研修では、女性リーダーのためのマネ

ジメント研修を受講させる。 

○公益財団法人岐阜県市町村振興協会市町村研修センターで開催される研修では、女性職員の

ためのステップアップ講座、ワークショップ・ファシリテーション研修及びＯＪＴの進め方研修等

のキャリア育成に関わる研修を受講させる。 

（以上） 


